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 ⑳

　
前
回
ま
で
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
保
険

給
付
で
あ
る
年
金
や
一
時
金
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て

き
ま
し
た
。
今
回
は
、
労
働
者
が
業
務
上
又
は
通
勤

途
中
の
災
害
に
よ
る
疾
病
の
た
め
休
業
し
た
場
合
や

障
害
を
負
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
死
亡
し
た
場
合
に

支
給
さ
れ
る
特
別
支
給
金
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し

ょ
う
。
　

　
特
別
支
給
金
は
労
働
福
祉
事
業
の
被
災
労
働
者
援

護
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

に
よ
る
保
険
給
付
に
上
乗
せ
し
て
給
付
さ
れ
る
給
付

金
で
す
。

特
別
支
給
金

●
特
別
支
給
金
の
種
類

①
定
率
又
は
定
額
の
特
別
支
給
金

（
１
）
休
業
特
別
支
給
金
に
つ
い
て

　
休
業
特
別
支
給
金
は
、
一
日
に
つ
き
休
業
給
付
基

礎
日
額
の
一
〇
〇
分
の
二
〇
に
相
当
す
る
額
で
す
。

労
災
の
休
業
（
補
償
）
給
付
と
同
様
、
業
務
上
の
事

由
ま
た
は
通
勤
に
よ
っ
て
負
傷
・
疾
病
を
負
っ
た
労

働
者
が
療
養
の
た
め
、
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
に
賃
金
を
受
け
な
い
日
の
第
四
日
目
か
ら
、
そ

の
労
働
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
つ

ま
り
、
休
業
（
補
償
）
給
付
を
受
け
る
こ
と
の
で
き

る
労
働
者
は
、
上
図
の
よ
う
に
休
業
特
別
支
給
金
と

合
わ
せ
て
休
業
給
付
基
礎
日
額
の
八
〇
／
一
〇
〇
を

受
け
ら
れ
る
計
算
に
な
り
ま
す
。

（
２
）
傷
病
特
別
支
給
金
に
つ
い
て

　
傷
病
特
別
支
給
金
は
、
傷
病
（
補
償
）
年
金
を
受

け
る
こ
と
の
で
き
る
労
働
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
支

給
さ
れ
、
傷
病
等
級
の
第
一
級
は
一
一
四
万
円
、
第

二
級
は
一
〇
七
万
円
、
第
三
級
は
一
〇
〇
万
円
と
額

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
３
）
障
害
特
別
支
給
金

　
障
害
特
別
支
給
金
は
、
障
害
（
補
償
）
年
金
、
ま

た
は
障
害
（
補
償
）
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
の
で
き

る
労
働
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
、
三
四
二

万
円
（
第
一
級
）
〜
八
万
円
（
第
十
四
級
）
ま
で
十

四
段
階
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
４
）
遺
族
特
別
支
給
金
に
つ
い
て

　
遺
族
特
別
支
給
金
は
、
業
務
上
の
事
由
又
は
通
勤

に
よ
り
労
働
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
、
そ
の
労
働
者

の
遺
族
に
対
し
、
遺
族
の
申
請
に
基
づ
い
て
支
給
さ

れ
ま
す
。
遺
族
特
別
支
給
金
の
額
は
、
定
額
の
三
〇

〇
万
円
で
、
支
給
金
を
受
け
る
遺
族
が
二
人
以
上
あ

る
場
合
に
は
、
三
〇
〇
万
円
を
そ
の
人
数
で
除
し
て

得
た
額
と
な
り
ま
す
。

※
遺
族
特
別
支
給
金
の
遺
族
の
範
囲

（
順
位
は
遺
族
（
補
償
）
給
付
に
準
ず
る
）

１
配
偶
者
、
２
子
、
３
父
母
、
４
祖
父
母
、
５
兄
弟
姉
妹

②
特
別
給
与
（
賞
与
等
）
を

　
算
定
基
礎
と
す
る
特
別
支
給
金

●
特
別
支
給
金
の
算
定
基
礎
日
額
に
つ
い
て

１
）
負
傷
又
は
発
病
の
日
以
前
一
年
間
に
そ
の
労
働

　
　
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
特
別
給
与

　
　
（
三
箇
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
）
の
総
額

２
）
給
付
基
礎
日
額
の
一
〇
〇
分
の
二
〇

３
）
一
五
〇
万
円
　
　

←

　
　
１
）
２
）
３
）
最
も
低
い
額
÷
三
六
五

　
　
＝
算
定
基
礎
日
額

（
１
）
傷
病
特
別
年
金

　
傷
病
特
別
年
金
は
、
傷
病
（
補
償
）
年
金
の
受
給

権
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
ま

す
。
そ
の
額
は
、
第
一
級
が
算
定
基
礎
日
額
の
三
一

三
日
分
、
第
二
級
が
二
七
七
日
分
、
第
三
級
が
二
四

五
日
分
で
す
。

（
２
）
障
害
特
別
年
金

　
障
害
特
別
年
金
は
、
障
害
（
補
償
）
年
金
の
受
給

権
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
ま

す
。
そ
の
額
は
、
第
一
級
の
三
一
三
日
分
〜
第
七
級

の
一
三
一
分
ま
で
七
段
階
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

（
３
）
障
害
特
別
一
時
金

　
障
害
特
別
一
時
金
は
、
傷
害
（
補
償
）
一
時
金
の

受
給
権
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
基
づ
い
て
支
給
さ

れ
ま
す
。
そ
の
額
は
、
第
八
級
の
五
〇
三
日
分
〜
第

十
四
級
の
五
十
六
日
分
ま
で
七
段
階
に
分
か
れ
て
い

ま
す
。

（
４
）
遺
族
特
別
年
金

　
遺
族
特
別
年
金
は
、
遺
族
（
補
償
）
年
金
の
受
給

権
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
ま

す
。
そ
の
額
は
、
遺
族
（
補
償
）
年
金
の
受
給
権
者

及
び
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
遺
族
（
補

償
）
年
金
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
遺
族
の
人
数
の

区
分
に
応
じ
、
下
記
に
掲
げ
る
額
と
な
り
ま
す
。

　　　
※
遺
族
（
補
償
）
年
金
と
同
じ
よ
う
に
若
年
停
止
が

　
　
あ
り
ま
す
。

（
５
）
遺
族
特
別
一
時
金

　
遺
族
特
別
一
時
金
は
、
遺
族
（
補
償
）
一
時
金
の

受
給
権
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
算
定

基
礎
日
額
の
一
〇
〇
〇
日
分
を
限
度
と
し
て
支
給
さ

れ
ま
す
。

順
位	

遺
族	

労
働
者
の
死
亡
当
時
の
要
件

2
.

特
別
給
与
を
算
定
基
礎
と
す
る
特

二
人�

　
算
定
基
礎
日
額
の
二
〇
一
日
分

三
人�

　
算
定
基
礎
日
額
の
二
二
三
日
分

四
人�

　
算
定
基
礎
日
額
の
二
四
五
日
分

一
人�
　

受
給
資
格
者
の

人
数
　
　
　
　
　
　�

遺
族
特
別
年
金
の
額

算
定
基
礎
日
額
の
一
五
三
日
分

（
五
十
五
歳
以
上
の
妻
又
は
五
級
以
上
の
障 
　
害
を
持
つ
妻
に
あ
っ
て
は
一
七
五
日
分
）

（
１
）
休
業
特
別
支
給
金
（
定
率
制
）

（
２
）
傷
病
特
別
支
給
金
（
定
額
制
）

（
３
）
障
害
特
別
支
給
金
（
定
額
制
）

（
４
）
遺
族
特
別
支
給
金
（
定
額
制
）

①
定率または
定額の
特別支給金

②
特別給与（賞与等）を
算定基礎とする
特別支給金

（
１
）
傷
病
特
別
年
金

　
　
　
（
差
額
支
給
金
を
含
む
）

（
２
）
障
害
特
別
年
金

　
　
　
（
障
害
特
別
年
金
差
額
一
時

　
　
　
　
金
を
含
む
）

（
３
）
障
害
特
別
一
時
金

（
４
）
遺
族
特
別
年
金

（
５
）
遺
族
特
別
一
時
金

■第8回 総会・セミナーを
　開催します

　来る3月13、14日に「第8回総会･セミナー」

をダイヤモンドホテル（東京：半蔵門）にて開

催します｡多くの会員さんのご出席をお待ちし

ております。追ってご案内を送付いたしますの

でよろしくお願いします｡

■農業法人OJT研修支援事業の
　要件が決まりました

　2月12日、農業法人OJT研修支援事業の第3

者委員会を開催し、支援事業の要件が正式決定

されました｡3月10日までに事業計画書を提出

いただき、3月17日の第2回第3者委員会で、提

出された計画書を審査し、事業対象となる「100

法人」を選定することとなりました。


